
1/12 

○富山県営駐車場管理規程 

昭和51年10月30日 

富山県公営企業管理規程第９号 

富山県営駐車場管理規程を次のように定め、公表する。 

富山県営駐車場管理規程 

（趣旨） 

第１条 この管理規程は、富山県公営企業の設置等に関する条例（昭和41年富山県条例第

60号）及び富山県営駐車場管理条例（昭和51年富山県条例第36号。以下「条例」という。）

の適用を受ける駐車場（以下「駐車場」という。）の管理に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（平23企管規程７・一部改正） 

（利用車両） 

第２条 駐車場を利用することができる自動車は、道路交通法（昭和35年法律第105号）第

３条に規定する普通自動車（積載物又は取付物を含め、長さ５メートル以下高さ２メート

ル以下のものに限る。）とする。 

（平23企管規程７・旧第３条繰上） 

（駐車券の発行） 

第３条 指定管理者は、駐車場を利用する者（以下「利用者」という。）に対し、駐車券（様

式第１号）、回数券（様式第２号）及び定期駐車券（様式第３号）を発行するものとする。 

（昭55企管規程４・昭63企管規程６・平４企管規程６・平22企管規程８・一部改

正、平23企管規程７・旧第４条繰上・一部改正、平27企管規程５・一部改正） 

（利用手続） 

第４条 利用者は、入庫するときは駐車券発行機から車両保管の証として、駐車券を抜き取

り、入庫しなければならない。 

２ 利用者は、出庫するときは自動料金精算機（以下「精算機」という。）に前項の駐車券

をそう入し、精算機が表示した駐車料金（以下「料金」という。）を納付しなければなら

ない。 

３ 前項の場合において回数券又は定期駐車券を利用する者は、料金の納付に代えて当該回

数券又は定期駐車券により精算するものとする。 

（平23企管規程７・旧第５条繰上） 

（定期駐車券） 
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第５条 定期駐車券を購入しようとする者は、指定管理者に定期駐車券購入申込書（様式第

４号）を提出しなければならない。 

２ 定期駐車券は、当該定期駐車券に記載してある自動車以外の自動車の駐車に使用するこ

とができない。 

３ 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第８条第２項の規定により管理者の権限を行

う知事（以下「管理者」という。）は、前項の規定に違反した場合その他定期駐車券を不

正に使用した場合は、当該定期駐車券の使用を停止し、又は無効とすることができる。 

４ 定期駐車券は、再発行しない。ただし、定期駐車券を著しく汚損し、盗難を受け、若し

くは焼失したとき、又は定期駐車券の記載事項に変更を生じたときは、当該定期駐車券の

利用者は、定期駐車券再交付申請書（様式第５号）により指定管理者に申し出て再交付を

受けるものとする。 

５ 定期駐車券による駐車は、駐車場所を特定し、又は優先して駐車させるなど特別な取扱

いはしないものとする。 

（平23企管規程７・旧第６条繰上・一部改正、令３企管規程４・一部改正） 

（駐車時間） 

第６条 料金を算定するための駐車時間（以下「駐車時間」という。）は、入庫のときに駐

車券に打刻した時刻から出庫のときに当該駐車券に打刻した時刻までの時間とする。 

（平23企管規程７・旧第７条繰上） 

（料金の還付） 

第７条 条例第９条ただし書の規定による料金の還付は、次に掲げるところにより行うもの

とする。 

(1) 回数券料金の還付は、料金の改定等により回数券を精算機に使用することが不能と

なつたときに行い、その還付の額は、回数券料金に使用不能となつた枚数を乗じて得た

額を11で除して得た額とする。 

(2) 定期駐車券料金の還付は、駐車場の供用休止の日数が引き続き３日以上にわたつた

ときに行い、その還付の額は、当該定期駐車券発行額の１か月相当額に休止した日数を

乗じて得た額をその月の日数で除して得た額とする。 

(3) 前号に規定する場合のほか、住居、事務所の移転又は車両の廃止等やむを得ない事

由により定期駐車券が不用となつたときに行い、その還付の額は、当該定期駐車券発行

の際における有効月数から第２項に定める料金還付の請求があつた日の属する月まで

の経過月数を差し引いた月数に相当する定期駐車券料金とする。 
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２ 前項の還付を受けようとする者は、料金還付請求書（様式第６号）により請求しなけれ

ばならない。 

（平23企管規程７・旧第８条繰上・一部改正） 

（遵守事項） 

第８条 利用者は、駐車場における車両の運行については、道路交通関係法令に定める例に

よりこれを行うほか、次の事項を守らなければならない。 

(1) 駐車場では、徐行し、車両の追越しをしないこと。 

(2) 駐車位置を離れる車両を優先通行させること。 

(3) 標識、信号又は駐車場の職員の指示に従うこと。 

（平23企管規程７・旧第９条繰上） 

（料金の減免） 

第９条 駐車場の付近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要す

る公務を行うために使用する自動車を駐車場に駐車させる場合は、条例第10条の規定に

より、料金を免除するものとする。 

２ 管理者は、前項の場合のほか、特に必要と認めるときは、条例第10条の規定により、

料金の20パーセントの範囲内で管理者が別に定める率を乗じて得た額を料金から減額す

ることができる。 

３ 前２項の料金の減免を受けようとする者は、その旨を管理者に申し出なければならない。 

（平６企管規程２・全改、平23企管規程７・旧第10条繰上・一部改正） 

（損害賠償） 

第10条 利用者は、駐車場の施設又は他の自動車をき損し、汚損し、又は滅失したときは、

その損害を賠償しなければならない。 

２ 管理者は、自動車内に留置された貴重品その他の物品の紛失等に係る損害については、

その賠償の責めを負わない。 

（平23企管規程７・旧第13条繰上） 

（届出の義務） 

第11条 利用者は、駐車場の施設又は他の自動車をき損し、汚損し、又は滅失したときは、

遅滞なくその旨を指定管理者に届け出なければならない。 

（平23企管規程７・旧第14条繰上・一部改正） 

（休止） 

第12条 指定管理者は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、管理者の
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承認を得て、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。 

（平23企管規程７・追加） 

附 則 

この管理規程は、昭和51年11月１日から施行する。 

（昭52企管規程６・一部改正、昭63企管規程６・旧第１項・一部改正） 

附 則（昭和52年企管規程第６号） 

この管理規程は、公表の日から施行する。 

附 則（昭和55年企管規程第４号） 

１ この管理規程は、昭和55年８月１日から施行する。 

２ この管理規程による改正前の富山県営駐車場管理規程に定める様式による用紙は、当分

の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（昭和63年企管規程第６号） 

この管理規程は、昭和63年12月１日から施行する。 

附 則（平成元年企管規程第６号） 

１ この管理規程は、平成元年４月１日から施行する。 

２ この管理規程の施行の日前に発行された改正前の富山県営駐車場管理規程様式第２号

及び様式第２号の２による回数券は、当分の間、改正後の管理規程様式第２号及び様式第

２号の２による回数券とみなす。 

３ この管理規程による改正前の富山県営駐車場管理規程様式第２号及び様式第２号の２

による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成４年企管規程第６号） 

１ この管理規程は、平成４年６月１日から施行する。 

２ この管理規程による改正前の富山県営駐車場管理規程に定める様式による用紙は、当分

の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成６年企管規程第２号） 

この管理規程は、平成６年７月１日から施行する。 

附 則（平成14年企管規程第９号） 

１ この管理規程は、平成14年４月１日から施行する。 

２ この管理規程による改正前の富山県営駐車場管理規程に定める様式による用紙は、当分

の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成20年企管規程第８号） 
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１ この管理規程は、平成20年12月７日から施行する。 

２ この管理規程の施行の日前に発行された改正前の富山県営駐車場管理規程様式第２号

の２による回数券及び様式第３号の２による定期駐車券は、当分の間、改正後の管理規程

様式第２号の２による回数券及び様式第３号の２による定期駐車券とみなす。 

３ この管理規程による改正前の富山県営駐車場管理規程様式第２号の２及び様式第３号

の２による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成22年企管規程第８号）抄 

（施行期日） 

１ この管理規程は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年企管規程第７号） 

１ この管理規程は、平成24年４月１日から施行する。 

２ この管理規程による改正前の富山県営駐車場管理規程に定める様式による用紙は、当分

の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成27年企管規程第５号）抄 

（施行期日） 

１ この管理規程は、平成27年10月１日から施行する。 

附 則（令和３年企管規程第３号） 

（施行期日） 

１ この管理規程は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この管理規程による改正前のそれぞれの管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、

所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和３年企管規程第４号）抄 

（施行期日） 

１ この管理規程は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

22 この管理規程による改正前のそれぞれの管理規程に定める様式による用紙は、当分の

間、所要の調整をして使用することができる。 
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様式第１号（第３条関係） 

（平４企管規程６・追加、平14企管規程９・平23企管規程７・一部改正） 

様式第２号（第３条関係） 

（平４企管規程６・追加、平14企管規程９・平23企管規程７・一部改正） 

様式第３号（第３条関係） 

（平４企管規程６・追加、平14企管規程９・平23企管規程７・一部改正） 

様式第４号（第５条関係） 

（昭55企管規程４・全改、平４企管規程６・平23企管規程７・令３企管規程３・

一部改正） 

様式第５号（第５条関係） 

（昭55企管規程４・全改、平４企管規程６・平14企管規程９・平23企管規程７・

令３企管規程３・一部改正） 

様式第６号（第７条関係） 

（昭55企管規程４・全改、平４企管規程６・平23企管規程７・令３企管規程３・

令３企管規程４・一部改正） 

 


